
埼玉県産業技術総合センターにおける競争的研究費等の管理・監査体制
埼玉県産業技術総合センター

・それぞれ所定の部署を所掌するとともに、実質的
責任者として、統括管理責任者を補佐

副統括管理責任者
→ 各事業化支援室長(本所)

北部研究所長(北部)

県公益通報制度による通報
窓口を活用

調査依頼

報告

・最高管理責任者を補佐、競争的研究費の
運営管理について、 センター全体の統括

・競争的研究費の使途・内容に係る説明責任
・納品検査への協力
・県の歳入歳出予算に計上した場合のみ発注可

・国等の連絡窓口
・競争的研究費の研究担当部署との連絡調整

・競争的研究費等に運営・管理についての最終責任者

最高管理責任者
→センター長

統括管理責任者
→ 副センター長

研究担当部署
→ 研究者

通報

コンプライアンス推進責任者
→ 企画・総務室長

・具体的な対策の実施と報告
・コンプライアンス教育
・不正防止啓発活動
・モニタリングと改善指導

・不正防止に向けた計画・取組の策定、見直し
・研修の実施
・競争的研究費の使用ルールの周知徹底
【担当部署】

・企画・総務室

相談窓口
（企画・総務室に設置）

・会計事務に対するチェック
・不正使用防止体制の検証
・不正発生要因に応じたチェック
【担当部署】

・総務・経理・管理担当（本所）、
総務Ｇ（北部）

（企画担当）

情報共有化センター通報窓口
（企画・総務室に設置）

内部監査

不正防止推進

連
携

連
携

連
携

契約事業者、
他の研究機関等

県監査事務局

通報（告発）窓口

調査委員会

設置

報告

連携

R3.7.28 改正

職員等

不正調査
結果報告

・競争的研究費等に係る会計事務統括

・経理事務責任者を補佐
→発注承認業務、発注業務及び納品検査を除くす

べての経理業務に関すること

・納品の仕様、数量及びその関係書類等を検査

経理事務責任者
→ 企画･総務室長(本所)、北部研究所長(北部)

経理事務担当者(全般)
→ 総務・経理・管理担当(本所)、総務Ｇ(北部)

経理事務担当者（納品検査）
→ 総務・経理・管理担当副室長またはその代理者(本所)

副所長またはその代理者(北部)

経理業務

経理事務担当者(発注)
→ 企画担当(本所)

事業化・製品開発支援担当(北部)

・発注業務に関すること

発注承認者
→県の歳入歳出予算に計上した場合(科研費外)

50万円以上 センター長(本所)、所長(北部)
50万円未満 担当室長(本所)、副所長(北部)

科研費等 経理事務責任者

・発注承認業務に関すること

県の歳入歳出予算に計
上した場合のみ発注可

監事

・不正防止対策に対する意見
・内部監査結果に対する意見
【担当者】

・総務・経理・管理担当副室長

意見陳述

連
携


